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平成２６年度関係地権者等意向醸成・活動推進調査業務 

プロポーザル実施要領 

 

１．募集の趣旨 

宜野湾市は、普天間飛行場の跡地利用に向けて、地権者等関係者の合意形成の円滑化を

図るため、平成１３年度に「普天間飛行場関係地権者等意向把握全体計画」を策定した。

平成１４年度以降は同計画に基づき、合意形成のための情報提供・意向把握等の活動を展

開してきた。 

普天間飛行場の跡地利用計画の策定への取り組みについては、沖縄県と宜野湾市が平成

１５年度から調査を行っており、平成１８年２月には「跡地利用基本方針」、平成１９年５

月には「行動計画」が策定され、平成２４年度にはこれまでの検討結果を取りまとめた「全

体計画の中間取りまとめ」が策定されたところである。 

平成２５年度以降は事業の具体化に向けた取り組みに着手しており、平成２８年度に跡

地利用計画（素案）が策定される予定である。跡地利用計画（素案）の策定にあたっては、

地権者ならびに市民の意向醸成・意向把握が重要となることから、合意形成の中心となる

「普天間飛行場の跡地を考える若手の会」及び「ねたてのまちベースミーティング」の発

展に向けた支援は引き続き行っていく必要がある。また、跡地における振興の拠点づくり、

周辺市街地整備等の観点から、各種団体、大学等地域全体の連携のもと、協働により計画

づくりを行っていくことが必要である。 

業務の実施にあたっては、専門的な知識及び経験を有することが必要となるため、公募

型プロポーザル方式（企画競争）を採用し、調査の実施内容、調査体制、類似の調査業績

等について企画提案を受け、「企画提案書選定委員会」において審査を行い、優れた提案を

した業者を選定して本調査の委託相手方として決定する。 

 

２．資格要件 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないもの

であること。 

（２）応募については、単独に限らず共同企業体を可とする。単独、共同企業体ともに沖縄県

内に本店又は支店を有する法人であること。 

  なお、共同企業体の場合の要件は以下のとおりとする。 

 ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。 

 イ 共同企業体を構成する全ての構成員が（１）の要件を満たす者であること。 

 

３．業務概要 

（１）業務名  関係地権者等意向醸成・活動推進調査業務 
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（２）履行期間 契約日の翌日から平成２７年３月２０日まで 

（３）成果品 

    Ａ４版報告書       （１５０部） 

    Ａ４版報告書概要版    （ ６５部） 

    報告書原稿（電子媒体）  （  一式） 

    その他（業務内容に応じて必要なもの） 

（４）契約予定価格  １９，０５１，２００円（税込み）を超えないものとする。 

 

４．企画提案書等について 

（１）内容 

   （別紙２の企画提案説明書のとおり） 

（２）形式等 

 ① 形式 

   Ａ４サイズ、フォントサイズ（１０．５ポイント） 

 ② 記載事項（全体で１５項以内 ※費用内訳書は項数に含まない。） 

  （ア）企画提案書（様式４）    

  （イ）会社概要 （様式５） 

  （ウ）業務実績 （様式６） 

  （エ）管理技術者の経歴等（様式７） 

  （オ）主任技術者の経歴等（様式８） 

  （カ）照査技術者の経歴等（様式９） 

  （キ）現状認識と問題・課題の整理（様式１０） 

  （ク）問題・課題の解決に向けた取り組み提案（様式１１） 

  （ケ）委託業務の実施方針等（様式１２） 

（コ）費用内訳書（契約上限額、消費税込みで１９，０５１，２００円を超えないものと 

する。）※費用内訳は平成２６年度分について積算すること。      

注：費用については実施するにあっての一切の費用を積算すること。 

（３）企画提案書等の提出及び提出部数 

 ① 提出期限 

・応募申請書（様式１）１部・・・・平成２６年７月１４日（月）１７時まで（郵送又はメ

ール） 

・参加資格誓約書（様式２）１部・平成２６年７月１４日（月）１７時まで（郵送又はメー

ル） 

・企画提案書（様式４）６部・・・平成２６年７月１５日（火）１７時まで（持参又は郵送） 

※企画提案書は原本（１部）と写し（５部）。郵送の場合は期限内必着とする。 

② 提出先 

〒901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩一丁目 1 番 1 号 
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宜野湾市基地政策部まち未来課 担当：内野 

      メールアドレス：kichi01@city.ginowan.okinawa.jp（まち未来課） 

 

５．受託者の選定 

（１）選定方法 

  提出された企画提案書については、選定委員会において、以下の視点で審査を行い、最も

優れた企画提案書を選定する。 

・業務の方針・行程計画（実施方針並びに行程計画の妥当性） 

・提案内容（提案の適格性、理解度等）   

・業務の実施体制（実施体制の適切性） 

・合意形成活動への対応力 

なお、審査項目及び点数配分については、後日、応募者に対し通知する。 

（２）企画提案書の審査方法 

  審査にあたっては、プレゼンテーションを実施することとし、応募者に対してあらかじめ

開催日時を通知する。 

  なお、応募者多数の場合は書類審査により５者程度を選考し、プレゼンテーションを実施

する。 

（３）採点方法 

  委員が最も多く１位をつけた者を第１位とし、同数の場合は合計点の最も高い者を第１位

とする。 

（４）選定結果の通知 

選定結果は、選定結果通知書を送付する。なお、選定経過については公表しないものとし、

選定結果に対する異議申立ては受付けないものとする。 

 

６．委託契約について 

  提出された企画提案書については、選定委員会で審査を行い、第 1 順位者を決定し、原

則としてその者と委託内容について協議を行い、委託契約を行う。 

  ただし、宜野湾市と第 1 順位者との間で委託に関して必要な協議が合意に至らなかった

場合は、次順位以降の者を繰り上げて、その者と契約できるものとする。 

 

７．質問について 

（１）受付方法 

質問は書面により受付ける。質問書（様式３）を郵送又はメールにて担当課宛てに送付す

ること。（質問書送付の際は、電話で着信を確認すること。） 

なお、受付期限後の質疑及び質疑応答用紙の様式によらない質問は、一切受付けない。 

（２）受付期間 

  平成２６年６月３０日（月）～平成２６年７月８日（火）１７時まで 
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（３）回答方法 

質問に対する回答は平成２６年７月９日（水）１７時までに参加者全員にメールで行う。 

 

８．留意事項 

（１）書類提出にあたって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（２）本業務は返還後の速やかな事業着手を目標としているため、事業着手までの期間におい

て業務が継続されるものと予想されるが、本業務は単年度業務であり、受託者への数年契

約が確約されるものではない。 

（３）提出された企画提案書等について、後日、宜野湾市から疑義照会を行う場合がある。 

（４）企画提案書は、本業務における具体的な取組方法について提案を求めるものであり、成

果品の一部を求めるものではない。実施要領に記載された事項以外の内容を含む企画提案

書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。 

（５）企画提案書作成のために市から提供されたすべての書類は、他に使用してはならない。 

（６）提出書類に虚偽の記載がある場合、提出された書類を無効とし審査対象から除外する。 

（７）提出書類の作成及び提出に要する諸経費は、応募者の負担とし提出書類は返却しない。 

（８）参加を辞退したものは、これを理由として以後の選定等について不利益な取扱いを受け

るものではない。 

 

９．問合せ先 

  〒901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩一丁目１番１号 

宜野湾市基地政策部まち未来課 （担当：仲村、内野） 

TEL：098-893-4401（直通） 

メールアドレス：kichi01@city.ginowan.okinawa.jp（まち未来課） 

 


